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̶主な内容̶
●平成31年大網白里市議会
　第1回定例会市長事務方針
●三世代同居等住宅支援事業補助金
　申請の受付
●４月７日（日）は千葉県議会議員
　一般選挙の投票日
●2019年度狂犬病予防集合注射の
　お知らせ
●５月から朝市・白里遊楽市の
　開始時間が変更になります
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人口と世帯3月1日現在（前月比）　●人口／49,544（－10）　●男／24,407（－4）　●女／25,137（－6）　●世帯数／21,548（＋41）
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令
和
４
年
分
の
確
定
申
告
の
日

時
や
会
場
等
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

な
お
、
市
で
行
う
所
得
税
・
住
民

税
の
申
告
相
談
会
の
案
内
等
は
、

広
報
２
月
号
に
掲
載
予
定
で
す
。

◇
申
告
と
納
税
の
期
限

▼
所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
＝

２
月
16
日
㈭
～
３
月
15
日
㈬

▼
消
費
税
・
地
方
消
費
税
＝
３
月

31
日
㈮
ま
で

▼
贈
与
税
＝
２
月
１
日
㈬
～
３
月

15
日
㈬

◇
所
得
税
等
・
個
人
事
業
者
の
消

費
税
等
の
納
税
は
、
振
替
納
税
が

便
利
で
す

▼
振
替
日

・
申
告
所
得
税
・
復
興
特
別
所
得

税
（
第
３
期
分
）
＝
４
月
24
日
㈪

・
消
費
税
・
地
方
消
費
税
（
個
人

事
業
者
）
＝
４
月
27
日
㈭

▼
申
込
方
法
＝
「
預
貯
金
口
座
振

替
依
頼
書
兼
納
付
書
送
付
依
頼

書
」
を
提
出

◇
郵
送
に
よ
る
申
告
書
等
提
出

▼
提
出
先

〒
２
６
２–
８
５
０
７

千
葉
市
花
見
川
区
武
石
町
１

－

５
２
０

「
東
京
国
税
局
業
務
セ
ン
タ
ー
千

葉
西
分
室
」
宛

◇
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
申
告
・
納
税

　

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
パ
ソ
コ
ン
で
所
得

税
な
ど
の
申
告
書
を
作
成
し
、
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
使
用
し
て
オ

ン
ラ
イ
ン
で
提
出
で
き
ま
す
。
マ

イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
連
携
を
す
る
と
、

控
除
証
明
書
な
ど
の
必
要
書
類
の

デ
ー
タ
を
申
告
書
へ
自
動
で
入
力

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

納
税
は「
ス
マ
ホ
ア
プ
リ
納
付
」

（
Ｐ
ａ
ｙ
払
い
）
や
「
振
替
納
税
」

が
便
利
で
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

※
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
読
み
取

り
対
応
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

が
必
要
で
す
。

▼
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
申
告
・
納
税
に
関

す
る
問
い
合
わ
せ

〈
確
定
申
告
書
等
作
成
コ
ー
ナ
ー
、

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
ソ
フ
ト
の
使
い
方
〉

ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
・
作
成
コ
ー
ナ
ー
ヘ

ル
プ
デ
ス
ク

☎
０
５
７
０
（
０
１
）
５
９
０
１

〈
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
に
係
る

Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
リ
ー
ダ
ラ
イ
タ
や
パ

ソ
コ
ン
の
設
定
、対
応
機
種
な
ど
〉

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ
イ

ヤ
ル

☎
０
１
２
０
（
９
５
）
０
１
７
８

◇
申
告
書
作
成
会
場
の
開
設

▼
日
時
＝
２
月
16
日
㈭
～
３
月
15

日
㈬
９
時
～
17
時
（
受
付
８
時
30

分
～
16
時
）
※
㈯
・
㈰
・
祝
日
を

除
く
。

▼
会
場
＝
東
金
商
工
会
館
１
階（
所

在
地

：

東
金
市
東
岩
崎
１

－

５
）

※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
よ
る
ｅ-

Ｔ
ａ
ｘ
申
告
を
推
奨
し
て
い

ま
す
。
ス
マ
ホ
と
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
お
持
ち
の
方

は
持
参
く
だ
さ
い
。

※
混
雑
回
避
の
た
め
入
場
整
理
券

を
配
布
し
ま
す
。
状
況
に
よ

り
受
付
を
早
く
締
め
切
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
入
場
整
理

券
は
当
日
会
場
で
配
付
す
る

ほ
か
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
で
事
前
発

行
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
事
前
発

行
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
混
雑
回
避
の
た
め
、
２
月
中
の

来
場
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

※
還
付
申
告
は
、
申
告
書
作
成
会

場
開
設
前
か
ら
東
金
税
務
署
で

相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

※
申
告
書
作
成
会
場
の
開
設
期
間

は
、
申
告
書
作
成
会
場
と
税

務
署
の
駐
車
場
は
利
用
で
き
ま

せ
ん
。
東
金
駅
東
口
の
「
マ
ン

ス
リ
ー
タ
イ
ム
ズ
東
金
駅
前
第

３
駐
車
場
」
を
無
料
で
利
用
で

き
ま
す
が
、
台
数
に
限
り
が
あ

り
ま
す
の
で
、
公
共
交
通
機
関

の
利
用
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

身
障
者
用
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
利

用
の
際
は
、
申
告
書
作
成
会
場

の
職
員
ま
た
は
税
務
署
の
警
備

員
に
お
声
掛
け
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
等
の
提
出
も
受
け
付
け

ま
す
。

※
申
告
書
の
「
控
用
」
に
収
受
印

が
必
要
な
場
合
は
、「
提
出
用
」

と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

後
日
「
控
用
」
に
収
受
印
を
押

印
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

※
確
定
申
告
書
等
を
税
務
署
へ
提

出
す
る
際
は
毎
回
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
の
記
載
と
、
本
人
確
認

書
類
（
番
号
確
認
書
類
と
身

元
確
認
書
類
）
の
提
示
ま
た

は
写
し
の
添
付
が
必
要
で
す
。

◇
税
理
士
に
よ
る
無
料
申
告
相
談

▼
日
時
＝
２
月
２
日
㈭
、
３
日
㈮

９
時
30
分
～
12
時
、
13
時
～
16
時

※
各
日
80
人
。

▼
会
場
＝
保
健
文
化
セ
ン
タ
ー
３

階
ホ
ー
ル

※
小
規
模
納
税
者
の
所
得
税
お
よ

び
復
興
特
別
所
得
税
・
個
人

消
費
税
、
年
金
受
給
者
並
び

に
給
与
所
得
者
の
所
得
税
お

よ
び
復
興
特
別
所
得
税
の
申

告
書
（
土
地
、
建
物
、
株
式

な
ど
の
譲
渡
所
得
が
あ
る
方
、

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を

初
め
て
受
け
る
方
を
除
く
）
を

作
成
し
て
提
出
で
き
ま
す
。

※
提
出
の
み
の
受
付
は
行
い
ま
せ
ん
。

※
前
年
の
申
告
書
等
の
控
え
や
源

泉
徴
収
票
な
ど
申
告
に
必
要

な
書
類
、
筆
記
具
、
計
算
器
具
、

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
に
係
る
本
人

確
認
書
類
の
写
し
等
を
持
参

く
だ
さ
い
。

※
混
雑
回
避
の
た
め
入
場
整
理
券

を
当
日
配
布
し
ま
す
。
状
況

に
応
じ
て
受
付
を
早
く
締
め

切
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
個
人
消
費
税
の
申
告
を
希
望
す

る
方
は
、
消
費
税
率
ご
と
に

区
分
し
た
帳
簿
等
を
持
参
く

だ
さ
い
。

※
入
場
の
際
の
検
温
で
37
・
５
度

以
上
の
発
熱
が
あ
る
場
合
は
、

入
場
を
お
断
り
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。

◇
申
告
書
の
提
出
が
必
要
な
方

〈
所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
〉

⑴
給
与
所
得
が
あ
る
方

①
給
与
の
年
間
収
入
金
額
が
２
，

０
０
０
万
円
を
超
え
る
方

②
１
か
所
か
ら
給
与
の
支
払
い
を

受
け
て
お
り
、
給
与
所
得
・
退
職

所
得
以
外
の
所
得
の
合
計
額
が
20

万
円
を
超
え
る
方

③
２
か
所
以
上
か
ら
給
与
の
支
払

を
受
け
て
お
り
、
給
与
の
全
部
が

源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
る
場
合

に
、
年
末
調
整
し
な
か
っ
た
給
与

の
収
入
と
、
給
与
所
得
・
退
職
所

得
以
外
の
所
得
の
合
計
額
が
20
万

円
を
超
え
る
方

※
給
与
収
入
の
合
計
額
か
ら
雑
損

控
除
、
医
療
費
控
除
、
寄
附
金

控
除
、
基
礎
控
除
以
外
の
各
所

得
控
除
の
合
計
額
を
差
し
引
い

た
金
額
が
１
５
０
万
円
以
下
で
、

か
つ
、
給
与
所
得
・
退
職
所
得

以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円
以

下
の
方
は
、
申
告
は
不
要
で
す
。

④
同
族
会
社
の
役
員
や
そ
の
親
族

な
ど
で
、
そ
の
同
族
会
社
か
ら
給

与
の
ほ
か
に
貸
付
金
の
利
子
や
資

産
の
賃
貸
料
な
ど
を
受
け
取
っ
て

い
る
方

⑤
災
害
減
免
法
に
よ
り
所
得
税
・
復

興
特
別
所
得
税
の
源
泉
徴
収
税
額

の
徴
収
猶
予
や
還
付
を
受
け
た
方

⑥
在
日
の
外
国
公
館
に
勤
務
す
る

方
や
家
事
使
用
人
の
方
な
ど
で
、

給
与
の
支
払
い
を
受
け
る
際
に
所

得
税
・
復
興
特
別
所
得
税
を
源
泉

徴
収
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い

る
方

⑦
退
職
所
得
の
税
額
を
正
規
の
方

法
で
計
算
し
た
場
合
、
税
額
が
源

泉
徴
収
さ
れ
た
金
額
よ
り
も
多
く

な
る
方

⑵
公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
が

あ
る
方

　

公
的
年
金
等
に
係
る
雑
所
得
の

み
で
、
そ
の
金
額
か
ら
所
得
控
除
を

差
し
引
く
と
、
残
額
が
あ
る
方
は

確
定
申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　

た
だ
し
、
公
的
年
金
等
の
収
入

金
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、
そ

の
全
部
が
源
泉
徴
収
の
対
象
と
な

る
場
合
に
、
公
的
年
金
等
に
係
る

雑
所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万

円
以
下
の
場
合
は
、
所
得
税
・
復

興
特
別
所
得
税
の
確
定
申
告
は
必

要
あ
り
ま
せ
ん
。 

※
１　

所
得
税
・
復
興
特
別
所
得

税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
い
場
合

も
、
所
得
税
・
復
興
特
別
所
得
税

の
還
付
を
受
け
る
た
め
に
は
、
確

定
申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

※
２　

所
得
税
・
復
興
特
別
所
得

税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
い
場

合
も
、
住
民
税
の
申
告
が
必
要

な
場
合
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は

市
税
務
課
市
民
税
班
に
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

⑶
⑴
～
⑵
以
外
の
方

　

各
所
得
の
合
計
額
（
譲
渡
所
得

や
山
林
所
得
を
含
む
）
か
ら
所
得

控
除
を
差
し
引
き
、そ
の
金
額（
課

税
さ
れ
る
所
得
金
額
）
に
所
得
税

の
税
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
税
額

か
ら
配
当
控
除
と
住
宅
借
入
金
特

別
控
除
の
合
計
額
を
差
し
引
い
た

結
果
、
残
額
の
あ
る
方
は
、
確
定

申
告
書
の
提
出
が
必
要
で
す
（
控

除
し
き
れ
な
か
っ
た
外
国
税
額
控

除
の
額
、
源
泉
徴
収
税
額
ま
た
は

予
定
納
税
の
あ
る
場
合
を
除
く
）。

※
⑴
～
⑶
以
外
に
も
申
告
書
の
提

出
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま

す
の
で
、
詳
細
は
税
務
署
に

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

〈
消
費
税
・
地
方
消
費
税
〉

　

次
の
⑴
～
⑶
に
該
当
す
る
個
人

事
業
者
の
方
は
、
令
和
４
年
分
の

消
費
税
等
の
課
税
事
業
者
に
該
当

し
、
申
告
書
の
提
出
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

⑴
令
和
２
年
分
の
課
税
売
上
高
が

１
，０
０
０
万
円
を
超
え
る
個
人

事
業
者
の
方

⑵
特
定
期
間
（
令
和
３
年
１
月
１

日
～
６
月
30
日
）
の
課
税
売
上
高

が
１
，０
０
０
万
円
を
超
え
る
個

人
事
業
者
の
方

※
特
定
期
間
に
お
け
る
１
，０
０
０

万
円
の
判
定
は
、
課
税
売
上
高

に
代
え
て
給
与
等
支
払
額
の
合

計
額
に
よ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

⑶
令
和
２
年
分
の
課
税
売
上
高
が

１
，０
０
０
万
円
以
下
の
個
人
事

業
者
で
、
令
和
３
年
12
月
末
ま
で

に
「
消
費
税
課
税
事
業
者
選
択
届

出
書
」
を
提
出
し
て
い
る
方

〈
贈
与
税
〉

⑴
令
和
４
年
中
に
１
１
０
万
円
を

超
え
る
財
産
の
贈
与
を
受
け
た
方

⑵
財
産
の
贈
与
を
受
け
た
方
で
、
配

偶
者
控
除
の
特
例
を
適
用
す
る
方

⑶
財
産
の
贈
与
を
受
け
た
方
で
、

相
続
時
精
算
課
税
を
適
用
す
る
方

⑷
財
産
の
贈
与
を
受
け
た
方
で
、

住
宅
取
得
等
資
金
の
非
課
税
を
適

用
す
る
方

※「
相
続
時
精
算
課
税
」
制
度
や

「
住
宅
取
得
資
金
の
非
課
税
」

制
度
を
適
用
す
る
場
合
は
、

期
限
内
申
告
が
必
要
で
す
。

◇
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
納
付

　

国
税
の
納
付
は
「
ス
マ
ホ
ア
プ

リ
納
付
」（
Ｐ
ａ
ｙ
払
い
）
や
「
振

替
納
税
」
が
便
利
で
す
。
ｅ-

Ｔ

ａ
ｘ
で
申
告
し
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
バ
ン
キ
ン
グ
や
Ａ
Ｔ
Ｍ
で
納
付

す
る
方
法
や
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

を
利
用
し
て
ク
レ
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東
金
税
務
署

　

☎
０
４
７
５（
５
２
）３
１
２
１

令和５年度償却資産（固定資産税）の申告を忘れずに

高齢者見守りサービスをご利用ください　服や持ち物に貼るＱＲコード付きシールを配布中　万が一の徘徊時に読み取られると発見通知が届きます
問地域包括支援センター　☎０４７５（７０）０４３９

5

東
金
税
務
署
か
ら

確
定
申
告
に
関
す
る
お
知
ら
せ

▲さぁ自宅で
e－ Tax！
確定申告書等
作成コーナー
から

▲マイナポー
タル連携で確
定申告書に自
動入力！

▲スマホアプ
リ納付（Pay 払
い）の手続

　償却資産とは、土地や家屋以外の事業
用資産をいい、固定資産税の課税対象と
なります。会社や個人が事業（工場、商
店、建設業、アパート経営、農業等）の
ために所有している構築物や機械、器具、
備品等が対象となります。
　毎年１月１日（賦課期日）現在で市内
に償却資産を所有している方は、規定に
より申告する必要があります。
　また、所有している資産の課税標準額
が１５０万円未満になると見込まれる場
合でも、事業用として使用されている間
は申告する必要があります。
　詳細は問い合わせください。

※太陽光発電設備について、発電出力が
10kw 以上の余剰売電または全量売電
の場合は、償却資産に該当し申告が
必要となります。

※事業の休廃止により、事業の用に供し
ていない資産がある場合は、固定資
産として課税対象外となりますので、
減少の申告をお願いします。

※「eLTAX」による電子申告も利用で
きます。

▼申告期限＝１月 31 日㈫
※郵送の場合は、１月 31 日㈫消印有効。
問税務課資産税班
　☎０４７５（７０）０３２２




